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１．デジタル改革関係閣僚会議

令和２年９月２３日 菅首相はじめ、関係閣僚による「デジタル改革関係閣僚会議」が開催された。
（菅首相）

・ 今回の新型コロナウイルスへの対応において、国、自治体のデジタル化の遅れや人材不足、不
十分なシステム連携に伴う行政の非効率、煩雑な手続きや給付の遅れなど住民サービスの劣
化、民間や社会におけるデジタル化の遅れなど、デジタル化について様々な課題が明らかにな
りました。

・ この政権においては、行政の縦割りを打破し、大胆に規制改革を断行します。
・ そのための突破口として、デジタル庁を創設いたします。
・ 新たな組織の創設により、国、自治体のシステムの統一・標準化を行うこと、マイナンバーカード

の普及促進を一気呵成に進め、各種給付の迅速化やスマホによる行政手続きのオンライン化
を行うこと、民間や準公共部門のデジタル化を支援するとともに、オンライン診療やデジタル教育
などの規制緩和を行うことなど、国民が当たり前に望んでいるサービスを実現し、デジタル化の
利便性を実感できる社会をつくっていきたいと考えます。

（平井デジタル改革担当大臣）
・ 我が国におけるデジタル化の加速は、言わば一丁目一番地の最優先政策課題
・ 社会全体のデジタル化を一層加速するため、デジタル社会のパスポートたるマイナンバーカード

の更なる活用、給付金等の行政サービスについて、迅速な提供の実現、国と地方を通じた情
報システムの標準化・共通化、臨時措置として取り入れた、テレワーク、学校、医療などのオン
ライン化の定着・拡充などに取り組んでまいります。

・ 今般、総理から、「デジタル庁」を新設するよう指示がありました。私の下で、IT基本法の全
面的な改正をはじめ必要な法整備を進めてまいります。



（出典：デジタル改革関係閣僚会議資料（内閣府））
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２．デジタル庁について

■ 令和2年9月30日 「デジタル庁」創設に向け、デジタル改革関連法案準備室発足
（準備室長）平井卓也デジタル改革担当相
（スローガン）「Government As a Start Up（スタートアップ企業のような行政）」
（所 在） 内閣官房ＩＴ総合戦略室の中に設置
(体 制） 総務省、経済産業省など、関係省庁から５０人程度を起用

↓
＜今後の予定＞

2020年末 デジタル庁に関する基本方針策定
2021年１月 通常国会に関連法案提出
2021年秋 デジタル庁設置

R2.9.30 平井卓也デジタル改革担当相インタビュー（iJAMP記事より）

（デジタル庁の役割）
・なぜデジタル社会を進めなければならないのか国民に説明し、実現するための組織
・システム改革だけではなく、あらゆる行政サービスの改革、わが国の成長戦略も担うべき
・全ての国民にデジタル化の恩恵がちゃんと届くようにすることが目標

（デジタル庁は公共インフラのデジタル化にも関わるのか。）
・所掌範囲や権限は、有識者らの知恵を集め、海外の取り組みも参考にしながら検討

（デジタル改革関連法案とは。）
・骨格となるのは、ＩＴ基本法改正とデジタル庁設置法。個人情報保護法、マイナンバー法なども触らないといけない



■デジタル庁の設置構想



３．自治体DX推進計画について

＜令和2年9月25日の武田良太総務相の会見＞
・ 行政サービスのさらなる向上、効率化のため、デジタル化を進めていくことは大変重要
・ 地方自治体のデジタル化を抜本的に進めるため、「自治体ＤＸ推進計画」を年内に策定
・ 計画の中で、行政手続きオンライン化、システム標準化、クラウド化、ＡＩ、ＲＰＡの活用、テレワークと

いったテーマを中心に、自治体が取り組むべき施策を示すとともに、国として促進方策を盛り込む
・ 今後、有識者や自治体の意見もお聞きをしながら、自治体における効果的なＤＸの推進方法、方策に
ついて、具体的な内容を検討

■令和３年度総務省所管予算概算要求における自治体DX関連予算

国・地方を通じたデジタル・ガバメントの推進 139.5億円

(1)自治体DX（行政手続オンライン化、AI・RPAの活用、自治体情報システム標準化等）の推進 38.8億円
（行政手続のオンライン化 1.0億／AI・RPA等を活用した業務プロセスの標準化 1.4億／

自治体情報システム標準化4.1億／地方公共団体におけるテレワーク 0.1億／セキュリティ 32.1億）

(2)国における行政のデジタル化の徹底 100.7億円
（政府情報システムの一元的なプロジェクト管理の推進 0.8億／

行政手続に関する一連の業務プロセスをデジタルで行うためのシステム環境の整備99.9億）



■業務システム標準化
・ 標準仕様を策定済みの住民基本台帳から2022年度に開始。
・ 作業量が多い大規模自治体などの特例を除き、17業務について原則として2025年度末までに終える。
・ 自治体には標準システムの導入を義務付け、国は関連経費を支援する。
・ 来年の通常国会への提出を目指す。


